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「暫定ケアプラン」の取扱いについて 
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１．「暫定ケアプラン」について 

【1】ケアプランの作成意義 

 介護サービスは、まず利用分を全額自己負担し、領収書を受け取り、保険の給付を受け

る「償還払い方式」が原則です。しかし、償還払い方式では、利用者や家族は介護サービ

スを利用する際に、ある程度まとまったお金の用意が必要となるため、必要なサービスを

受けられないおそれがあります。 

 この償還払い方式を法定代理受領方式に変更するために必要なものがケアプランになり

ます。利用者の利用するサービスがケアプランに位置付けられていることで、法定代理受

領方式でサービスを利用できるようになります。 

このため、利用者の利便性の向上や必要な給付を適切に配分するために、居宅介護支援

事業所をはじめとするサービス事業所には、利用者が法定代理受領方式を選択できるよう

利用者を援助する義務があります。 

つまり、サービスを提供するためには、そのサービスが位置づけられたケアプランを必

ず作成しなければなりません。 

 

【2】「暫定ケアプラン」とは 

 上記【1】のとおり、サービスを利用しようとする被保険者に対して必ずケアプランを作

成しなければなりませんが、介護度が未確定の状態の被保険者がサービスを利用するケー

スがあります。この場合にもケアプランを作成しなければならず、この時にケアマネジャ

ーが利用者の要介護等状態区分の結果を見込んで暫定的に作成するケアプランのことを

「暫定ケアプラン」といいます。 

 

【3】暫定ケアプランの作成が必要なケース 

具体的には、以下のケースで暫定ケアプランを作成する必要があります。 

（1）新規申請をした者が、当該申請の結果が出るまでの間にサービスを利用する場合 

 

（2）区分変更申請をした要介護等認定者が、当該変更申請の結果が出るまでの間にサー

ビスを利用する場合 

 

（3）更新申請をした要介護等認定者が、認定結果が認定有効期間中に確定しない場合 

 

【4】暫定でサービスを利用する場合の手順 

認定申請時からサービスを利用する場合、以下のような例の手順を経ることになります。 
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２ 暫定ケアプランの取扱い 

【1】暫定ケアプランの作成手順 

 暫定ケアプランを作成する際には、当然介護

度が確定していません。したがって、作成時に

は「要支援１」から「要介護５」までのいずれ

かの具体的な認定結果を“暫定”的に想定し、

その介護度に基づいた暫定ケアプランを作成す

ることとなります。 

“暫定”のケアプランであるといっても、運

営基準に基づいてサービスを提供することにな

りますので、通常のケアプラン作成と同様に一

連のプロセスが必要です。 

 

【2】暫定ケアプラン作成にあたっての留意事項 

 暫定ケアプランを作成する際には、以下の点に留意してください。 

（1）認定結果が出る前にサービスを利用する必要性があるのか 、検討してください。 

 

（2）認定結果が非該当となった場合や想定していた要介護度よりも軽くなった場合には、

介護サービスに要する費用の全部または一部が自己負担になる恐れがあることについ

て、あらかじめ利用者や家族に十分に説明してください。 

 

（3）認定結果が要支援・要介護のどちらになった場合でも対応できるよう介護サービスと

介護予防・総合事業サービスの指定を受けている事業所をケアプランに位置づける必

要があります。 

 

【3】介護区分の想定が難しい被保険者の暫定ケアプランの作成 

 従来、要支援か要介護か想定が難しい被保険者が現物給付でサービスを利用するために

は、両方の介護区分に基づく暫定ケアプランを作成することとしていましたが、事業所の

負担を考慮し、以下のとおりの取扱いとすることとしました。 

（1）新たな取扱い 

下記（2）の要件を満たす場合には、いずれか一方の介護区分に基づく暫定ケアプランの

み作成すればよいものとし、認定結果が想定した介護区分とは違う介護区分であったとし

ても、引継ぎ元の事業所が行った一連のプロセスを引継ぎ先の事業所が行ったものとみな

すこととします。（具体例を下記【4】（3）でお示ししています。） 
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（2）要件 

（ｱ）暫定ケアプラン作成時に、引継ぎ元の事業所が適切に一連のプロセスを実施してい

ること。 

（ｲ）暫定ケアプランを作成した時および認定の結果が出た時に、引継ぎ元の事業所と引

継ぎ先の事業所が連携していること（連携方法については下記【5】をご覧くださ

い。）。 

 

【4】確定ケアプランの作成 

 暫定ケアプランを作成していた被保険者の認定結果が出た後は、暫定ケアプランを正式

なケアプラン（以下「確定ケアプラン」という。）とする手続きが必要となります。 

 確定ケアプランの作成にあたっては、想定の介護度と実際の認定結果が一致した場合と

不一致の場合（要支援⇔要介護）で次のように取り扱うこととします。 

（1）想定していたとおりの介護度だった場合 

 ① 暫定ケアプランからサービスの内容を変更しない場合 

 （ｱ）暫定ケアプラン作成時に一連のプロセスを行っているため、改めて一連のプロセス

を実施する必要はありませんが、必要事項を見え消しで訂正する等して、暫定ケア

プランが確定ケアプランに移行したことがわかるようにしてください。 

 （ｲ）確定ケアプランに移行したことについて利用者またはその家族に説明のうえ、再度

同意を得てその旨を支援経過に記録してください（日付、相手方、確認方法）。 

    なお、支援経過への記録ではなく、確定ケアプランに再度署名をもらうことで同意

の確認を行っても差し支えありません。 

 （ｳ）利用者から同意を得た確定ケアプランを、利用者及びサービス事業所に交付してく

ださい。 

 ② 暫定ケアプランからサービスの内容を変更する場合 

暫定ケアプラン作成から確定ケアプラン交付までに、利用者の状態やニーズに変化があ

り、サービス内容を変更する場合は一連のプロセスが必要となります。 

 

（2）想定していた介護度ではなかった場合 

 ≪例：要介護３を見込んで暫定ケアプランを作成⇒認定結果が要介護２≫ 

 ① 暫定ケアプランからサービスの内容に変更が生じない場合 

 （ｱ）この場合は、軽微な変更として取り扱うことが可能です。 

サービス担当者会議や介護サービス事業所への意見照会等により、サービス内容の

変更が生じないことを確認したうえで、暫定ケアプランの変更箇所を見え消し等でわ

かるようにしておき、支援経過に記録しておいてください、 

（ｲ）確定ケアプランに移行したことについて利用者またはその家族に説明のうえ、再度

同意を得てその旨を支援経過に記録してください（日付、相手方、確認方法）。 

     なお、支援経過への記録ではなく、確定ケアプランに再度署名をもらうことで同意

の確認を行っても差し支えありません。 
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（ｳ）利用者から同意を得た確定ケアプランを、利用者及びサービス事業所に交付してく

ださい。 

② 暫定ケアプランからサービスの内容を変更する場合 

暫定ケアプラン作成から確定ケアプラン交付までに、利用者の状態やニーズに変化が

あり、サービス内容を変更する場合は一連のプロセスが必要となります。 

 

（3）想定していた介護区分ではなかった場合 

 ≪例１：要支援２を見込んで暫定ケアプランを作成⇒認定結果が要介護１≫ 

 （ｱ）介護区分の想定が難しい被保険者については、上記【3】のとおり事前に居宅介護

支援事業所と連携したうえで、暫定ケアプランを作成しておくことが重要です。 

 （ｲ）認定結果が出たあと、地域包括支援センターもしくは地域包括支援センターから委

託を受けた居宅介護支援事業所（以下「地域包括支援センター等」という。）は速や

かに居宅介護支援事業所に対する引継ぎを行ってください。 

 （ｳ）引継ぎを受けた居宅介護支援事業所は、地域包括支援センター等から提供された書

類をもとに確定ケアプランを作成してください。確定ケアプランの作成について

は、上記（2）①および②のとおりです。 

 

 ≪例２：要介護１を見込んで暫定ケアプランを作成⇒認定結果が要支援２≫ 

（ｱ）介護区分の想定が難しい被保険者については、上記【3】のとおり事前に地域包括

支援センターと連携したうえで、暫定ケアプランを作成しておくことが重要です。 

 （ｲ）認定結果が出たあと、居宅介護支援事業所は速やかに地域包括支援センターに引継

ぎを行ってください。 

 （ｳ）引継ぎを受けた地域包括支援センターは、当該被保険者を委託するか判断してくだ

さい。 

 （ｴ）当該被保険者を担当することとなった地域包括支援センター等は、居宅介護支援事

業所から提供された書類をもとに確定ケアプランを作成してください。確定ケアプ

ランの作成については、上記（2）①および②のとおりです。 

 

【5】暫定ケアプラン作成にかかる連携の方法 

 暫定ケアプラン作成にかかる負担緩和については、上記【3】（2）のとおり暫定ケアプラ

ン作成時および認定時に引継ぎ元の事業所と引継ぎ先の事業所の連携を要件としています

が、具体的な運用は以下のとおりです。 

（1）暫定ケアプラン作成時 

 暫定ケアプランを作成した時点で、引継ぐ可能性のある事業所に「【様式 1】暫定ケアプラ

ン作成にかかる情報提供書」を提供してください。 

（2）認定時 

 認定の結果が出た後、速やかに引継ぎ先の事業所に「【様式 2】暫定ケアプラン引継ぎにか

かる情報提供書」をアセスメントシートや暫定ケアプラン等とともに提供してください。 
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【6】暫定ケアプラン作成から引継ぎまでの流れ 

≪例：要介護１を見込んで暫定ケアプランを作成⇒認定結果が要支援２≫ 

№ 手続き者 手続き 備考 

１ 居宅介護支援 
利用者と契約、アセスメントの

実施 
 

２ 

居宅介護支援 

↓ 

市 

№1から 5営業日後までに、居

宅届を市に提出 
詳細は下記３をご覧ください。 

３ 居宅介護支援 
一連のプロセスを経て、暫定ケ

アプラン作成 
 

４ 

居宅介護支援 

↓ 

利用者 

暫定ケアプランを利用者に交付  

５ 

居宅介護支援 

↓ 

包括 

あらかじめ必要な情報を提供 
「【様式 1】暫定ケアプラン作成

にかかる情報提供書」を使用 

６ 

市 

↓ 

利用者 

認定の結果、見込み違いの介護

区分となる 
 

７ 

居宅介護支援 

↓ 

包括 

速やかに必要な情報および書類

を引継ぎ 

「【様式 2】暫定ケアプラン引継

ぎにかかる情報提供書」を使用 

８ 包括 
当該利用者を居宅介護支援事業

所に委託するか判断 
 

９ 

包括 

↓ 

受託事業所 

（委託する場合のみ） 

居宅介護支援事業所から引継ぎ

を受けた情報および書類を受託

事業所に引継ぎ 

 

10 

受託事業所 

↓ 

利用者 

確定ケアプランの作成・交付  

※ №１および№３において一連のプロセスを適切に実施したうえで、№５および№７のと

おり所定の様式にて情報連携を行った場合には、居宅介護支援事業所が行った一連のプロ

セスおよび暫定ケアプランの作成を引継ぎ先の地域包括支援センター等が行ったものと

みなします。これにより、利用者は現物給付によりサービスを利用でき、引継ぎを受けた

事業所も介護報酬を請求できるものとします。 

※ 上表のとおり連携ができなかった場合は、下記【7】のとおりの取扱いとなります。 
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【7】暫定ケアプラン作成時に連携ができなかった場合の取扱い 

地域包括支援センター等と以下のようなケースに該当し、暫定利用しているサービスに

ついて給付管理ができない場合には、暫定ケアプランを利用者本人が自己作成したものと

みなして取り扱い、三田市が給付管理を行います。 

詳しくは、下記「５ サービスの暫定利用時における自己作成の取扱い」をご覧くださ

い。 

≪ケース≫ 

（1）居宅介護支援事業所が連携する時間的余裕がなかった場合 

（2）担当する居宅介護支援事業所が決まらなかった場合 

（3）介護区分に応じた暫定ケアプランが作成されていないやむを得ない事情がある場合等 

 

 

３ 居宅（介護予防）サービス計画作成依頼（変更）届出書の提出 

【1】居宅（介護予防）サービス計画作成依頼（変更）届出書の提出時期 

 居宅（介護予防）サービス計画作成依頼（変更）届出書（以下「居宅届」という。）は、

介護保険法に定めがあるとおり指定居宅介護支援を受けるうえであらかじめ市に届け出る

必要があります。 

三田市では、本取扱いに関する通知以降、当該法令を踏まえ、「指定居宅介護支援等が開

始された日から 5営業日後まで」に届け出る運用とします。 

 

【2】暫定ケアプランを作成した場合の取扱い 

 暫定ケアプランを作成する場合も上記【1】と同様に、「指定居宅介護支援等が開始され

た日から 5営業日後まで」に届け出てください。 

 なお、居宅届は、暫定ケアプラン作成時に見込んだ介護区分に応じた居宅届を提出して

ください。認定結果が見込んでいた介護区分ではなかった場合は、引継ぎ先の事業者が速

やかに居宅届を再提出してください。 
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４ サービスの暫定利用時の介護報酬の請求 

 サービスを暫定で提供した場合で、かつ、見込んだ介護区分ではなかった場合における

サービスおよびケアプラン作成にかかる介護報酬の請求は以下のとおりです。 

【1】要支援と見込んでいたが、認定結果が要介護または非該当だった場合 

見

込 

認定 

結果 

暫定利用した 

サービス 
サービス費用の請求 

ケアプラン 

作成料の請求 

要
支
援
（
介
護
予
防
支
援
／
介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
） 

要介護 

予防のみ 
△ 

 

〇 

予防と総合事業 〇 

総合事業のみ 〇 

非該当 

かつ 

事業対象者 

予防のみ × × 

予防と総合事業 
予 防：× 

総合事業：〇 

〇 

 

総合事業のみ 〇 

〇 

 

非該当 

かつ 

事業対象者

でない 

予防のみ × × 

予防と総合事業 × × 

総合事業のみ × × 

※ 要支援を見込んでいたものの、認定結果が要介護であった場合で、かつ地域包括支援

センター等が居宅介護支援事業所と連携していなかった場合については、ケアプラン作

成料を算定することはできません。この場合、地域包括支援センター等が作成した暫定

ケアプランを被保険者本人が作成したものとし、三田市が給付管理を行います。詳しく

は、下記「５ サービスの暫定利用時における自己作成の取扱い」をご覧ください。 

 

  

介護サービスの指定を

一体的に受けている予

防（総合事業【現行相

当】）サービスを利用し

ている場合のみ。 

介護予防ケア 

マネジメント費 

介護予防ケア 

マネジメント費 
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【2】要介護と見込んでいたが、認定結果が要支援または非該当だった場合 

見込 
認定 

結果 

暫定利用した 

サービス 
サービス費用の請求 

ケアプラン 

作成料の請求 

要
介
護
（
居
宅
介
護
支
援
） 

要支援 

訪問介護・通所

介護以外 
〇 〇 

訪問介護・通所

介護 

△ 

（※） 

△ 

（※） 

非該当 

訪問介護・通所

介護以外 
× × 

訪問介護・通所

介護 

△ 

（※） 

△ 

（※） 

※ 総合事業についてはケアプランの自己作成によるサービスの利用ができません。した

がって、暫定ケアプラン作成時に地域包括支援センター等と連携していない場合、利用

していたサービスの請求ができないことになります。 

  このような状況を避けるため、介護区分の想定が困難なケースは暫定ケアプラン作成

時に必ず地域包括支援センター等と連携してください。 

  また、現に訪問介護・通所介護を利用している者であって、介護区分の想定が困難な

要介護認定者の更新申請は、特に早めに提出し、認定審査会の日程確認等を適宜行って

ください。 

 

 

５ サービスの暫定利用時における自己作成の取扱い 

【1】自己作成扱いとは 

 暫定ケアプランを作成しサービスを利用していたものの、実際の介護区分が見込みと異

なっていた場合かつ事前に事業所間で連携していなかった場合には、暫定ケアプランを利

用者本人が自己作成したものとみなし、三田市が給付管理を行うことで、現物給付を可能

とする取扱いのことをいいます（「厚生労働省平成 18 年 4 月改定関係 QA Vol.2）問 52」）。 

 

【2】提出書類 

 （1）居宅サービスの実績が記載されたサービスの利用票、利用票別表 

 （2）暫定ケアプランの写し（居宅サービス計画書第 1表（署名あり）から第 2表、もし

くは介護予防サービス・支援計画書） 

  

【3】提出期限 

 毎月 5日 
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【4】三田市が給付管理票を作成する場合の手続き 

№ 手続き者 手続き 備考 

１ 

利用者 

(事業者) 

↓ 

市 

暫定ケアプランの作成にあた

り、見込んだ介護区分に応じた

居宅届を提出 

 

２ 事業者 

暫定ケアプラン作成（地域包括

支援センター等と居宅介護支援

事業所の連携できず）し、暫定

利用開始 

 

３ 

市 

↓ 

利用者 

認定の結果、見込み違いの介護

区分となる 
 

４ 

事業者 

↓ 

引継ぎ先 

速やかに引継ぎ  

５ 

利用者 

(引継ぎ先) 

↓ 

市 

居宅届 2部を提出 

 

・自己作成分には、居宅届の中

段「居宅サービス計画の作成

を依頼（変更）する居宅介護

支援事業者」欄中の事業者名

欄に「自己作成」と記載して

ください。 

６ 

事業者 

↓ 

市 

支払いを希望する月の前月 5日

までに上記【2】の書類を市に

提出 

・5日を過ぎると翌々月の支払

いになります。 

 

【5】留意事項 

上記４【2】のとおり、総合事業のサービスを含むケアプランには自己作成の取扱いがあ

りません。要介護の見込みで訪問介護・通所介護を利用する暫定ケアプランを作成したも

のの、認定結果が要支援であった場合で、地域包括支援センター等と居宅介護支援事業所

が連携していなかった場合は、利用していたサービスが全額自己負担となることがありま

す。 

このような状況を避けるため、暫定ケアプランを作成する際に必ず地域包括支援センタ

ー等と連携してください。また、介護サービスと総合事業サービスの両方の指定を受けて

いる事業所をケアプランに位置付けるようにしてください。 

 

 

① 自己作成分 

② 引継ぎ先の事業者

分 
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【6】給付管理に関する具体例 

 暫定ケアプラン作成時に地域包括支援センター等と居宅介護支援事業所が連携できず、

介護区分が見込み違いであった場合には、三田市が給付管理することになりますが、具体

的には以下のとおりです。 

なお、以下は具体例ですので、必要に応じて要介護・要支援等を読み替えてください。 

（1）市が給付管理をしないケース 

 （ｱ）見込：要介護⇒結果：要支援（暫定ケアプラン作成・包括等と連携） 

 

この場合は、暫定ケアプラン作成時に居宅介護支援事業所が地域包括支援センター等

と連携しているため、介護区分が見込み違いであっても、上記２【3】のとおり、地域包

括支援センター等が一連のプロセスを行ったものとして扱います。 

したがって、自己作成にはあたらないため、地域包括支援センター等が 4月サービス

利用分の給付管理を行い、ケアプラン作成料の請求を行うことができます。 

 

（ｲ）見込：要介護⇒結果：要支援（同月認定・暫定ケアプラン作成・包括等と未連携） 

 

  この場合は、暫定ケアプラン作成時に居宅介護支援事業所が地域包括支援センター

等と連携できていませんが、暫定利用開始月中に包括等がケアプランを作成し、か

つ、月末時点で包括等が担当となっており給付管理できるため、自己作成にはあたり
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ません。 

 つまり、地域包括支援センター等が 4月サービス利用分の給付管理を行い、ケアプ

ラン作成料の請求を行うことができます。 

 

 （ｳ）見込：要介護⇒結果：要支援（翌月認定・暫定ケアプラン未作成） 

 

  この場合は、暫定ケアプランが作成されていないまま利用しているため、利用者の全

額自己負担となります。 

 

（2）市が給付管理をするケース 

 （ｱ）見込：要介護⇒結果：要支援（翌月認定・暫定ケアプラン作成・包括等と未連携） 

 

  この場合は、暫定ケアプラン作成時に居宅介護支援事業所が地域包括支援センター等

と連携していないため、地域包括支援センター等が一連のプロセスを行ったものとして

扱いません。そのため、ケアプランがないままサービスを利用していることとなるた

め、現物給付によるサービス利用ができず、償還払いになります。 

  しかし、平成 18 年 4 月改定関係Ｑ＆Ａ（vol.2）問 52 にあるとおり、暫定ケアプラン

を被保険者本人の自己作成とし、市が給付管理することとします。 
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６ 暫定ケアプラン作成・引継ぎにかかる情報提供様式 

【1】【様式 1】暫定ケアプラン作成にかかる情報提供書 
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【2】【様式 2】暫定ケアプラン作成にかかる情報提供書 
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